
亀山市規則第３９号  

 亀山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。  

平成２８年６月１日  

                亀山市長  櫻  井  義  之  

 

   亀山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則  

  

 亀山市建築基準法施行細則（平成２６年亀山市規則第７号）の一

部を次のように改正する。  

第２２条を第２３条とする。  

第２１条中「第９条」を「第１０条」に改め、同条を第２２条と

し、第８条から第２０条までを１条ずつ繰り下げ、第７条の次に次

の１条を加える。  

（昇降機の定期報告）  

第８条  政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機に係る省令第６

条第１項の規定により定める報告の時期は、毎年、前回の報告を

した日（前回の報告が報告すべき期日までに行われなかった場合

は、その期日）の属する月に応当する月の末日（当該昇降機の設

置後、初回の報告にあっては、当該昇降機の設置者が法第７条第

５項（法第８７条の２において準用する場合を含む。）又は法第

７条の２第５項（法第８７条の２において準用する場合を含む。）

の規定による検査済証の交付を受けた日（検査済証の交付を受け

ない場合にあっては、その設置の完了した日）の属する月の翌年

のこれに応当する月の末日）までとする。  

２  省令第６条の３第５項第２号の規定により定める期間は、同条

第２項第８号の書類の受付の日から起算して１０年間とする。  

様式第７号中「（第８条関係）」を「（第９条関係）」に改める。  

様式第８号中「（第９条関係）」を「（第１０条関係）」に改め

る。  



様式第９号及び様式第１０号中「（第１３条関係）」を「（第１４

条関係）」に改める。  

様式第１１号中「（第１４条関係）」を「（第１５条関係）」に

改める。  

様式第１２号中「（第１５条関係）」を「（第１６条関係）」に

改める。  

様式第１３号中「（第１６条関係）」を「（第１７条関係）」に、

「  
既に指定を受けた道路
の指定年月日及び指定
番号  

 
変更・廃止する指定道路の 
指定年月日及び指定番号 

 

  

」を「  
既に指定を受けた道路
の指定年月日及び指定
番号  

 年   月   日     第     号  

 年   月   日     第     号  

」に改める。  

様式第１４号及び様式第１５号中「（第１９条関係）」を「（第

２０条関係）」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、平成２８年６月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国土

交通省令第１０号）附則第２条第４項の規定により読み替えられ

た建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第６条第

１項の規定により定める時期は、平成２８年６月１日から平成３１

年５月３１日までとする。  


